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会  議  録 

 

 

会議名 令和５年度第１回図書館協議会 

事務局 図書館 

開催日時 令和５年４月２１日（金） 午後２時～午後３時３０分 

開催場所 図書館本館 地階集会室 

出
席
者 

 

委員 
大串委員、大塚委員、川井委員、高橋委員、諏訪委員、伊東委員、林

委員（リモート参加）大久保委員、奥村委員、藤森委員 

欠席者 なし 

事務局 内田図書館長、吉田庶務係長、香川奉仕係長、若藤主査、神田主事 

傍聴者の可否 可 傍聴者数 １ 

傍聴不可・一部不可の場合はその理由  

会議次第 

１ 議題 

 

⑴ 図書館協議会の会議録の承認について 

 

⑵ 図書館職員の人事異動について 

 

⑶ 小金井市行財政改革２０２５に基づく図書館緑分室の委託化 

について（答申）（案） 

 

⑷ 本館の市民サービス拡大（案）について 

 

⑸ 令和５年度図書館予算について 

 

⑹ 小平市立図書館との相互利用に関する協定とサービス内容に 

ついて 

 

⑺ 令和５年度小金井市図書館協議会 会議日程（案）について 

 

⑻ その他 
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令和５年度第１回小金井市図書館協議会 

令和５年４月２１日 

 

 

【大串会長】  令和５年度第１回小金井市図書館協議会を開会します。 

 まず、図書館長から挨拶をお願いいたします。 

【内田館長】  昨年度に引き続き、また今年もよろしくお願いいたします。本

日、御多忙のところお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。新年

度を迎えまして、図書館でも人事異動がございましたが、引き続き様々な案件を

抱えております。昨年度同様、皆様の貴重な御意見を賜りたいと思いますので、

本年度もよろしくお願いいたします。 

【大串会長】  それでは、出席者と、それから資料の確認について、事務局か

らお願いいたします。 

【内田館長】  本日の出席者について御報告いたします。本日は委員定数１０

人中１０人、皆さん御出席いただく形になっております。 

 なお、林委員に関しましてはオンラインでの御出席となります。オンライン参

加につきましては、通信環境の点から音声のみという形で御了承ください。 

 続きまして、資料の確認をお願いいたします。お手元の次第に本日の会議の配

付資料一覧を記載しております。資料の不足がございましたら事務局にお申し

出ください。よろしいでしょうか。 

【大串会長】  よろしゅうございましょうか。 

（「はい」の声あり） 

【内田館長】  それでは、会長、よろしくお願いします。 

【大串会長】  はい。それでは、お手元の式次第に従って会議を進めたいと思

います。 

 まず、図書館協議会の会議録の承認についてを議題とします。事務局からお願

いいたします。 

【内田館長】  令和４年度第５回の会議録につきまして、委員の皆様に校正い

ただいたものを本日の会議資料としてお配りしております。事前に御確認いた

だいておりますが、改めて本日の会議の場で御承認いただきたいと思いますの
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で、よろしくお願いいたします。 

【大串会長】  ただいま事務局から説明がありました。会議録については承認

でよろしゅうございましょうか。 

（「はい」の声あり） 

【大串会長】  ありがとうございます。それでは、承認と認めます。会議録の

公開などは事務局で進めてください。 

 続きまして、２番目、図書館職員の人事異動についてを議題といたします。事

務局からお願いいたします。 

【内田館長】  ４月１日付で人事異動がございましたので、紹介させていただ

きます。庶務係長が子ども家庭部の保育課長に昇任・昇格の上、転任しておりま

す。新たに庶務係長として、議会事務局庶務調査係から転任しております。なお、

一般職では奉仕係の２名が市長部局に転任しております。 

【大串会長】  それから、それでは、次に議題の第３、小金井市行財政改革２

０２５に基づく図書館緑分室の委託化について（答申）を議題といたします。事

務局から説明をお願いいたします。 

【内田館長】  皆様には昨年の１１月２５日付で小金井市行財政改革２０２

５に基づく図書館緑分室の委託化についてとして諮問させていただきまして、

その後、２月１０日、３月３日と御協議をいただき、貴重な御意見を賜っており

ます。それらについて事務局で答申案としてまとめまして、メールのやり取りで

はございましたが、皆様に御確認いただきまして、最終的には正副会長の御確認

もいただき、修正をしてきました。そちらが皆様のお手元にお配りしております、

小金井市行財政改革２０２５に基づく図書館緑分室の委託化についての答申案

となります。事前に御確認いただいておりますが、改めて本日の会議の場で御確

認いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 なお、御確認いただきまして、問題がないようでございましたら、題名から案

を取り除きまして、本日付で御答申としての手続を進めさせていただこうと思

っております。 

【大串会長】  ありがとうございます。 

 皆さん、御意見、今までいろいろと寄せていただいたものをベースにしながら、

かなり私、過去の議事録も読み込みながら案を拝見させていただいたんですけ



 -4- 

れども、かなりきちっと意見をいろいろと取り入れて、そしゃくして書いていた

だいておりますので、よく事務局としても対応していただいたなと思ったとこ

ろなんですけれども、何かございますか。特になければ、これで答申ということ

にさせていただきたいと思いますので。よろしゅうございますか。はい、どうぞ。 

【高橋委員】  この答申に入れたほうがいいのかどうか、ちょっとよく分から

ないんですが、前に協議会の中でも、図書館のそれぞれの館の方が協議会に集ま

って、情報共有というか、交換というか、できるといいねみたいな話があったん

ですけれども、そういうことをこちらに入れるのはちょっと違うんですか。 

【大串会長】  いや、それは今度具体的な事業を進めていただくときの問題に

なりますので、それはこういう答申には基本的には入らないんですね。 

【高橋委員】  入らないんですね。 

【大串会長】  ええ。それで、私もいろんなことがあるんですけれども、いろ

んなこと、私も行政で仕事をしていましたので、こういうことを実際にやったこ

とがありまして、あれもこれもということはあるんですけれども、それは一応こ

の答申という大枠組みのもの、大枠を我々が、お願いも含めて、これもやりなさ

いということも含めて出して、それで具体的に業者を決めて、それで事業を進め

ていくところで、いろいろとそこにはたくさんございまして、私もいろいろと聞

かれれば表に。今のお話はそういったところできちっとやっていただくという

ことでございますので。 

【高橋委員】  分かりました。 

【大串会長】  よろしゅうございましょうか。 

【高橋委員】  はい。 

【大串会長】  よろしゅうございましょうか。それでは、これで答申というこ

とで、私も最初どうなるかなと思ったのでございますけれども、よく我々の意見

を出していただいて、皆さん方にも出していただいて、まとまったのでよかった

なと思います。 

 はい、どうぞ。 

【藤森委員】  貫井北の委託化のときにも図書館協議会の委員をさせていた

だいていまして、答申案を何回も作ったり出したり、作ったり出したり。そのと

き、この５倍ぐらいのページ数のものが最終的にできたんですけれども、これを
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拝見して、すごくシンプルで分かりやすくて、すばらしいものができたと思いま

した。 

【大串会長】  そういう分厚いものも、私もある。見たり、実際にそういうの

に携わったことがあるんですが、やっぱりこれは議会の方とか市役所の方、それ

から特に住民の方が御理解いただくというのがもう本当に、原則をとにかく、基

本的枠組みを御理解いただくということが基本なので、やっぱりできるだけ分

かりやすく、シンプルにして、それで、あと実際に進めていただくときに、私ど

もも、ここに書いてあるじゃないかと、何やっているんだとか、そういったこと

もありますので、そのときに、皆さんに分かっていただいた上でそういうことを

言わなくちゃいけないので、今回はそういうことでちょっと配慮しながら取り

まとめたということでございますので。 

【藤森委員】  はい。とても分かりやすいと思います。 

【大串会長】  ありがとうございます。 

 じゃあ、これで進めていただくということで、本日付で答申として図書館長に

提出することといたします。事務局で手続を進めていただきたいと思います。あ

とセレモニーというのがあるんですけど、それは一応、写真だけはさっき撮りま

したので。 

 次は第４の本館の市民サービス拡大（案）について、これを議題といたしたい

と思います。事務局から説明をお願いいたします。 

【内田館長】  本館の市民サービス拡大について（案）ということで御説明申

し上げます。お手元の資料３を御覧いただきたいと思います。 

 最初に、大変申し訳ございません。裏面の上から６行目、令和３年８月という

ところを、令和４年８月の誤りです。御修正いただきたいと思います。大変申し

訳ございません。 

 前回の協議会で、緑分室の委託に合わせまして、本館の開館時間、こういった

ことを見直したいというところで皆様に御意見を賜ったところなんですが、こ

こで事務局としての案をまとめてまいりましたので、一定説明をさせていただ

きたいと思います。 

 まず、この市民サービス拡大というところでの背景なんですけれども、令和３

年度に図書館基本計画を策定するに当たりまして、住民基本台帳からの無作為
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抽出による郵送、ウェブにおいてのアンケートを取るとともに、来館された方に

も、館内に回収ボックスを設置しましてアンケートを取っております。いずれも

開館日、開館時間の拡大を御要望される方が多く、図書館基本計画でもその点が

課題として位置づけられております。そこで本館の開館日、それから開館時間の

拡大に努めまして、課題解決につなげたいと、そのように考えてございます。 

 ２番目の、現在の１７時以降における図書館利用状況というところを御覧い

ただきたいんですけれども、現在、本館においては、火曜日、土曜日、日曜日が

１７時までで、水・木・金曜日、これは２０時まで開館しております。それを踏

まえまして、前述のアンケートでは、図書館に来館しやすい時間帯、こういった

ものも取っておりまして、その時間帯として平日の１７時以降というのを挙げ

られた方がそれぞれのアンケートの約１０％ほど、土日祝日の１７時以降、これ

を挙げられた方というのが、時間帯によりますけれども、約２０％から３０％と

なっております。ただし、実際に利用されている主な利用時間帯につきましては、

１７時以降はもう１０％未満、特に１９時以降に関しましては０.３％との回答

が寄せられております。 

 また、２枚目、添付しました資料で、時間帯別利用者数、これの下段を見てい

ただきたいんですが、これは１日当たりの平均来館者数として、１７時以降、出

口調査というものをしました、こちらでカウントさせていただいて調べたもの

ですけれども、御覧いただきたいのが１９時以降、１９時から１９時半は平均し

て５人です。１９時半以降２０時までは４人ということになっておりまして、１

時間見ても９人ということでして、１桁となっております。アンケート結果の裏

づけとなるかなと考えるところなんですけれども、以上から考察しますと、平日

の１９時以降というのは開館による効果というのは少ないかなと。一方、土日祝

日の１７時以降につきましては、これは２０％から３０％というところで利用

したいとか利用できるというところで潜在的な利用者が見込めるのではないか、

そのように考えます。 

 以上のようなことから考察いたしまして、まず１点目で休館日のほうですけ

れども、現在、原則として毎週月曜日と第１金曜日、それから年末年始、蔵書点

検期間、こういったものは休館させていただいておりますが、毎週月曜日のほか

に第１金曜日を休館としている理由としては、資料整理や施設の保守・点検等の
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ためにこれはぜひ必要なものなんですが、現在の休館日の在り方では、１日で終

了しないような作業、特に修繕作業なんかを思い浮かべていただくとありがた

いんですけれども、その日は途中で終わってしまいまして、言わば中途半端な状

態で数日間市民に御利用いただく、後日続きを行うようなこともあります。そこ

で、まずこの第１金曜日の休館日、これは曜日を見直したいと、そのように考え

てございます。 

 ２点目として、イのほうになるんですが、これは先ほどの続き、開館時間にな

りますが、先ほどの調査結果を参考にいたしまして、もう現在でも一部曜日では

２０時まで開館していますが、これに関しまして１９時までとさせていただく。

一方で、現在１７時で閉館している曜日、これも１９時までに拡大、こちらは拡

大させていただく。これによって、本館では、概算になりますけれども、年間で

１５０時間開館時間が拡大できると、そのように考えてございまして、皆さん市

民から寄せられている御要望、それから基本計画で掲載される課題というとこ

ろの解決につなげたい、そのように考えてございます。 

 以上の本館の開館時間につきましては、前回の委員会において、先ほど申し上

げたように、皆様からも御意見いただきましたけれども、事務局内でも、周辺自

治体の状況、それから分室等の状況、職員体制等、内部で検討を重ねまして、こ

のような方針とさせていただいておりますので、御理解いただきたいと思いま

す。また、一方で、関係各所との調整中のところもございますので、今後変更と

なる可能性があることも御了承いただきたいと思います。なお、順調に進められ

ればですが、令和６年４月からの実施を目指したい、そのように考えている次第

です。 

 以上です。 

【大串会長】  ありがとうございました。 

 何か御意見ございますか。 

 この開館日、ほかのところでもいろいろと休館日とか問題になっていますけ

れども、少なくとも２年ほど前の私が調べた図書館の統計というか、数値による

と、結構あれなんですよね。週休２日のところが多いんですよね。全体としては、

圧倒的にという感じでね。それで、大都市圏はどちらかというと夜遅くまでやる

と、こういうところがあるんですけど、ただ、その場合も自治体によっては、例
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えば駅前のところは夜遅くまでやるけれども、住宅地にあるところはやらない

とか、そういうめりはりをつけているところがやっぱり多くて、そういうことを

考えると、今の御説明で、よくお調べになられて、私は、これ、よろしいんじゃ

なかろうかというふうに、個人的な意見を言っちゃ駄目ですけど、思うんですよ

ね。図書館によっては電話が多いところがあって、ただ、最近、メールに切り替

わっていくというところがずっと出てきて、私も昔８時までやりましたけど、大

体この時間帯の１８時から１９時半というのはテレビ局とかラジオ局とかいう

ところの電話がじゃんじゃんかかってきて、それでいろいろ調べると、２週間ぐ

らい後にクイズ番組で僕が調べたのがちゃんと出ていたりなんかしてと、そう

いうことがあって、それはそういう性格の図書館もありますので、それが小金井

に当てはまるかというとちょっとまた別の話になりますので、それぞれの実情

を踏まえて、やっぱりこういうのを決めていくのがよろしいと思います。それか

ら、住民の方々の御意向も踏まえてですね。 

 何か質問とか御意見ございますでしょうか。はい、どうぞ。 

【諏訪委員】  この時間拡大は大変結構なことだと思います。ただ、私は社会

教育委員会と兼務ということで、図書館協議会と。今週初めに社会教育委員会あ

りまして、その場で先日の三者合同会議のときの図書館の話、そういうところか

ら延長で、ちょっと社会教育委員会側からの希望で申し上げておきますと、現在

の図書館というのは、悪い言葉で簡単に言えば、本を貸すところになってしまっ

ている。本を貸すのはもちろん重要なことなんですが、要するに、例えば分館に

よっては、読むスペースがない、その場で。結局、図書館行って本を借りてくる

だけという貸本屋的なイメージにつながっているというようなことで、何とか

そういう場所をもう少し拡大してもらえないかと。ただ、物理的にちょっと難し

いだろうとは思うんですね。ただ、希望としては、そういう読むスペース、文化

だとかコミュニケーションの場を設けるようなところを検討していただきたい

ということがありましたので、今ここで時間の延長等は非常に結構だと思うん

ですが、その辺の質というんですか、内容ですね。その点についても今後ちょっ

と検討していただきたいなという希望がありましたので、一応お伝えしておき

ます。 

【大串会長】  なるほど。大変結構な御意見だと思いますね。私も同じこと、
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そういったことをさんざん申し上げたのでございますけれども、今も私ちょっ

と調べ事をしていまして、昨日、『図書館巡礼』とかいって、ヨーロッパの方が

書かれた本を拝見、読んだんですけど、やっぱりそこに書いてあるんですけれど

も、アリストテレスが紀元前４世紀ぐらい、３世紀ですかね、つくった図書館と

か、あれは学術図書館なんですけれども、そこで基本的に、本を読む、調べる、

それから対話するという、この３つが図書館の基本的なものだと。対話するとい

うのは、本を仲立にして人々が交流する。それを話し合いながら、いろいろと意

見を出し合いながら。それが図書館の３つの基本的な要素だという、それでずっ

とヨーロッパの図書館は来ているんだと本に書いてあったんですね。日本の場

合は残念ながらそういうふうになってこなかったということがありまして、特

に１９７０年代からつくられた図書館では、そういったことでいいますと、ほと

んど本を借りるだけと、そういうつくりの図書館が非常に多くなってしまって、

それで、最近多摩のほうでも、今度の多摩の図書館が、多摩市の図書館が、図書

館を再編成といいますか、再構築するというところでは、もう本当に人が集って、

今おっしゃったようなことで、本を仲立にした交流の場を積極的に設けて、それ

がまちづくりにつながっていくんだと、そういった答申が出されていますので、

小金井もこれからそういう方向で、この場で議論ができて、それをまた市のほう

に意見として具申できるような、そういった方向に向かったらいいんじゃない

かと。どうもありがとうございました。 

 ほかに何かございますでしょうか。はい、どうぞ。 

【大久保委員】  とてもよい取組だと思うので、ぜひお願いしたいと思います。

私、小中学校ＰＴＡ連合会のほうから、家庭教育向上に携わる者として来ている

ので、そういった点からですけれども、まず、市民サービス拡大とあったので、

幾つか拡大する項目があるのかなと思って見たら、１階の一般室の利用時間及

び本館の休館日、開館日の見直しと改善ということでした。本館といいますと、

２階に児童室、参考資料室、コピー機、別館に個人利用の学習室、そちらは、ち

ょっと分からないんですけれども、もしかしたらグループでお話ししたりとか

というのにも使われているのかなと思うんですけれども、今回の本館の利用拡

大と聞くと、１階だけでなく２階、別館まで私は期待していて、なぜかというと、

市民・利用者アンケートを久々に見てきたんですけれども、今回はこのアンケー
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トを見て現状把握されて、改善を立てているので、間違いないとは思うんですけ

れども、子育てファミリー層が、アンケートによると、全体のうちの２０.６％

ですとか１９.１％ということでしたり、あとは、世帯類型という形でも、２世

代世帯、親と子で住んでいる人が４６.９％ということで、お子さんがいる方も

利用している。東・緑・北分館と西之台図書室は、一般書と児童書は同じフロア

にあるので、東と北分館は９時から夕方７時まで借りられるんです。ところが、

本館の場合は１階と２階になっているので、利用時間の違いがここでまた浮上

してしまったという形で、今お話にあったように、本の受け取り、書架を見て選

ぶということになると来館しなきゃいけないんですけれども、受け取りだけで

したら、２階の本は受け取れないのとか、２階の本も１階で受け取れるようにし

てほしいわとか、あと２階の参考資料室で、５時までで閉まっちゃうんだけど、

７時までだったらもうちょっと調べ物できるわとかコピーも取れるわというこ

とで、別館のほうも、学習室という形で、今、居場所という話があったんですけ

れども、本を読んでもいいのか分からないんですけれども、そういう形で５時で

閉まってしまうのかなと思うと、本館と捉えたときに、一般室は７時まで、ほか

は５時までということをやはり分かるようにしておかないと勘違いしてしまう。

そうすると、逆に質問として、どうして７時まで２階は開館しないの、別館は５

時で閉まるのという話になってしまって、また同じ説明をしなきゃいけないと

いうことが１つと、あとは子育てファミリー層が一定数いますので、やはり人の

やりくりをする中で２階及び学習室としてのほうも利用時間拡大なりをまた課

題として持っていただければありがたいと思いました。逆に、子育て世代ですと、

恐らく学校帰りとか子供を連れて買物に行った流れで、本館周辺は人の往来の

多いエリアなので、子どもを連れて寄りたいわと思うけど、でも２階が閉まって

いるんだったらやっぱり寄らないわということで、土日に来ようかしらみたい

な、そんなことになるので、利用者層を考えると、1階の開館時間延長はうれし

いことではあるけれども、本館トータルでみて実際どうかなというのはやりな

がらまた調査していただければなと思います。 

 以上です。 

【大串会長】  なるほど。今の御意見はあれですよね。住民、利用者の方にや

っぱり現状を丁寧にいろいろ御説明する必要を図書館側は負っていますよね。
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それで、やっぱりそういうふうに、同じフロアで子供の領域のところは５時で閉

まっちゃうという図書館も僕やりましたけれども、やっぱりそれは丁寧に説明

する必要ありますよね。それで、子供の本を５時以降借りられるか借りられない

かとか、今御指摘のあったような部分、やっぱりそれは丁寧に説明したほうがい

いですね。１つ課題として図書館は。 

 どうぞ、図書館長。 

【内田館長】  課題としてそれは私ども受け止めさせていただきます。一応申

し上げておきますと、現在も８時までやっている曜日に関しては、２階は閉まっ

ておりますけれども、児童書なんかは、要するに閉架と同じような扱いをさせて

いただきますので、１階のカウンターで例えば２階の児童書なんか、題名を言っ

ていただくなり何なりしていただければ、それは１階でちゃんとお渡しできる

ような形に現在もしておりますので、ここら辺、周知が足りていないというとこ

ろかと思いますので、改めてそこはもう一回確認したいと、周知のほうは見直し

たいと思います。 

【大久保委員】  ありがとうございます。ということは、本館受け取りになっ

ていて、児童書を借りに来るだけの人が１階に来て、児童書のこれこれを借りた

いんですけどと言うと、持ってきてくれるんですか。持ってくるというか、取り

置きで。 

【香川係長】  実際の運用の話をさせていただくと、ずばり題名が分かってい

る人だったら、閉架と同じように直接持ってきますし、こういう本が読みたいと

いう人も中にはいらっしゃいます。その場合には、ブックトラックにその関連本

を載せて、１階でブックトラックで見ていただいて、選んでくださいということ

もさせていただいていますので、閉まっているから借りられないということが

なるべくないように、一応１階でもフォローは５時以降もさせていただいては

います。 

 以上です。 

【大久保委員】  知りませんでした。逆に、きめ細やかなんですね。 

【大串会長】  そうそう。 

【大久保委員】  リクエスト本の受け取りはできないんですか。 

【香川係長】  リクエスト本、２階にあるんだということであれば。 
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【大久保委員】  そう言って。 

【香川係長】  取ってきます。 

【大久保委員】  そう伝えてくれれば。 

【香川係長】  そうですね。「２階なんですけど」とおっしゃっていただいた

ら、取りに行って、貸し出しています。 

【大久保委員】  そうなんですね。知りませんでした。 

【香川係長】  せっかく来て、そこにあるので、駄目ですというのも、ちょっ

とそこは厳しいかなと思うので、やっぱり職員が移動して本をお届けすること

に違いはないんですけれども、１階だから、２階だからということで、そこを制

限するようなことは運用的にはしていないです。 

【大久保委員】  知りませんでした。そういったところをどう説明するか、ど

う表わしていくかなんですけれども、そういったことも列記しておいていただ

けるとありがたいと思いました。ありがとうございます。 

【大串会長】  子供の本はやっぱりテーマとかそういうので、この本というよ

りは、そういう聞き方のほうが多いから、今のお話は非常によかったんじゃない

ですかね。やっぱりそういうふうにしていただくと。だから、あとはどういうふ

うに住民の方に分かっていただけるような説明をするかですから。 

 ほかに何かございますか。 

【伊東委員】  よろしいですか。 

【大串会長】  どうぞ、どうぞ。 

【伊東委員】  市民サービスの拡大という観点から、ちょっと話がずれるかも

しれないんですけど、子供が借りたい本を、５時までとかそういう時間帯で、な

かなか制限があるというような話があるんですけれども、私、八王子の教育委員

をしているんですけれども、その中で図書館部のほうからの新しい取組として、

子供たちに１人１台ずつ配っているＧＩＧＡスクール構想の端末、ここから八

王子市の場合には全図書館の図書を借りられるようなアプリを入れて、いつで

も子供がその自分のパソコンから市の図書館の本を借りられる、そういうサー

ビスが始まっているんですけれども、図書館の開館時間を狭めたりとか操作す

るのは、実際それはとてもいいことなんですけど、こういったＩＣＴを活用して

利用の拡大とか図るようなサービスというのはほかにも考えられることがある
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と思うので、特に学校教育との関連の中で、子供たちの貸出しとか利用率を上げ

るというようなことから含めて、ＧＩＧＡスクール端末から本市の図書館の貸

出しができるような、そういう構築をしていただいたらどうかなというふうに

は、行く行くの話で結構ですけれども、そのようなことをやっている自治体もあ

りますので、御検討いただければと。 

【大串会長】  どうもありがとうございます。 

 ございますか。はい。 

【奥村委員】  結構図書館で利用、最近多いのが、予約したりして取りに来さ

せてもらうことが多くて、２階の本とかも予約して１階で取らせてもらったり

というところも多くて、結構５時ぎりぎりに取りに行ったりとかというところ

もあるので、時間が長くなって取りに行きやすいなというところと、あと、本当

に個人的なところなんですけれども、割と、日々時間がなくて、予約して取りに

行くだけみたいなところで、この時間帯、７時近い利用が個人的なところではあ

るだけなので、場合によっては、小平市で以前見たような、時間外でもちょっと

借りられるようなものがあったりするといいなというふうなところを個人的に

はちょっと思いました。もし夕方の時間がそういうふうな決まった本だけを取

りに来る方というところが多いのであればまたちょっと、選びに来たい方は、や

っぱり開いていて、たくさん見たほうがいいんでしょうけど、予約本の人がぎり

ぎりで借りに来るだけであれば、またちょっと考え方も変えてもいいのかなと

いうようなところで思ったところです。個人的な意見なんですけれども。 

【大串会長】  今のお二人の御意見もちょっと御検討いただいて。ありがとう

ございました。 

 どうぞ、どうぞ。 

【諏訪委員】  この辺のＰＲというのは一体どういうふうにされているかな

というのはちょっと疑問がありまして、例えばこういう図書館の開館時間見直

すというようなことを市報に載っけていただけると、結構市報は読まれている

ので、確かに「図書館だより」とかこういうのはありますけど、これは図書館行

かないと手に入らない。ところが、市報は一応自宅に配られてきますから、市報

のスペースを取っていただいて、例えば時間拡大が本決まりになったときにＰ

Ｒしていただきたいなと。そうしないと、今大久保さんからあったように、結局
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どうやってＰＲされているか、ＰＲされていないから分からないわけですよね。

そういう感じがしますので、ぜひもう少し広報活動というか、そういうのを伝え

ていただくようにしたほうがいいんじゃないかと私は思います。 

 以上です。 

【大串会長】  なるほどね。ありがとうございます。 

 はい、どうぞ。 

【藤森委員】  先ほどの話にちょっと戻りますが、本の貸出し、予約して受け

取るというので、ちょっと記憶が曖昧で、もしかしたら違っているかもしれない

んですが、武蔵野プレイスでは注文とか予約をしておいた本だけが集められて

いる部屋というのがあって、そこへ行くと、そこに持ってきて置いてあるから、

そこへ行きさえすれば、一々職員の方が上まで取りに行ったりとかそういうこ

となく本を受け取れるという小さな部屋があったような気がしますが、そうい

うふうにすれば受け取るのも簡単じゃないかと思います。 

【大串会長】  そういう図書館は増えてきましたね。ＩＣ何とかというのを入

れて、カード入れてね。 

【藤森委員】  そしたら、自分でカードでピッとやって借りてくるというふう

にできる。できたと思うんですけど、ちょっと。 

【大串会長】  どうぞ。 

【大塚委員】  多分それやるためにはもしかすると、ＩＣタグを入れたりとか

していれば簡単にできるけれど、工夫が必要になるんじゃないか。 

【藤森委員】  本のほうにＩＣを入れるということですか。 

【大塚委員】  はい。 

【藤森委員】  そうすると、大変ですね。 

【大塚委員】  前も菊池館長の時代にそのお話みたいなのが出て、それで、や

っぱり予算的にとても大変なのでということだったと思います。 

【藤森委員】  本のほうに入れるのは大変だと思うんですが、プレイスの場合、

そうなっていますかね。 

【大塚委員】  私はプレイスの全体の仕組みが分からないんですけど、あとは

開館の部分だけやっている図書館とか、いろんな図書館があると思うので、ただ、

仕組みがとても大きいと、前、菊池館長は、とても予算的に無理ですとおっしゃ
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っていた記憶があったので、今ちょっとそう、すぐには無理かなと思うんですけ

れど。 

【藤森委員】  ＩＣチップを入れるのは大変だと思うんですが、貸出しのもの

を１冊ずつ２階へ駆け上がって取ってくるというのだったら、開いているのと

閉じているのと変わらないじゃないかと思っちゃうんですよね。だから、注文の

あった本だけを１か所にまとめておくというのは便利じゃないかなと思います

が。 

【大久保委員】  実際にそういった用件が、２階の本を取ってきてほしいとい

うような調査というか、何件ぐらいあるとか、そういったことを拾いながらまた、

今すぐは無理だと思うので、と思います。逆に言えば、この間、林先生が学生の

ボランティアを夜になんて話あったんですけど、本当にそういうことでしたら、

ボランティアの方に本当に座ってもらうという。 

【藤森委員】  貸出しだけ。 

【大久保委員】  本当に、知識とかなくても、座っていただく。今、公民館で

夜間シルバーの方に座っていただいているのが、シルバーの方じゃなくても、読

み聞かせボランティアの方でも、そういうのが好きという、子供の本が好きとか、

そういうボランティアさんのほうが拡大したときに、２階に夕方２時間ぐらい、

二、三時間か、座っていただくというのは、本当にもう全部が全部行政のほうじ

ゃなくて、市民の人でも足りないところをお手伝いしますよみたいな、そういう

新しい風を入れていくというのも市民サービスの拡大というテーマとしてはふ

さわしいような気もするので、いろいろな方策があると思うので、柔軟に進めて

いきながらやっていただければと思います。 

【大串会長】  なるほど。そういう話をお伺いしますと、いろいろと考えるこ

とはあるのでございますけど、今回は一応こういうことで進めていただくと。そ

れで、それ以外にいろいろ出していただいた御意見は、予算も絡むことでござい

ますので、それからあと、それだけでなくて、今回の件も人の問題も絡みますの

で、いろいろ交渉する時間が必要な。それで、私もいろいろそういうことで、隣

の部局でそういう部局があったので拝見していた部分があるんですけれども、

対象となる交渉の窓口が、１つ２つならいいんですけど、自治体によっては５つ

６つとあるところがございまして、そういうふうなことで図書館長が全部のと
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ころと交渉する、話合いをするということが必要なところもございまして、ただ、

小金井市さんはちょっと私知らないのであれですけど、いずれにしろ、人の問題

も絡みますので、事務局としてもなかなか大変なことだと思いますので、それは

ちょっと時間をいただいて、来年、再来年、具体的に考えていこうじゃないかと、

こういうことでちょっとまとめさせていただきたいなと思います。今の、とにか

くこの時間延長の部分はこれでよろしゅうございましょうか。 

 それでは、その次の案件がございますので、進みたいと思いますけれども、５

番目の令和５年の図書館予算について、これをちょっと議題にしたいと思うん

ですけど、事務局のほうで少し御説明いただきたいと思います。 

【吉田係長】   

 資料４を御覧いただければと思います。御説明させていただきます。令和５年

度の図書館予算の概要をまとめた資料となっております。 

 １番目、歳出予算総額（前年度比）で、令和５年度予算が令和４年度に比べて

歳出予算総額３０８万３,０００円の増です。前年度比１０２.０３％となって

おります。 

 次に、図書館予算のメインでございます２番目、図書購入に係る歳出予算額の

前年度対比でございます。こちらは、令和５年度予算が前年度比１０１.５６％、

７０万５,０００円の増となっております。 

 次に、３番目のところになりますが、令和５年度予算の特徴的な歳出予算を資

料下段の表に示させていただいております。表の左側が図書館基本計画の体系

の中の事業を示しております。それぞれの事業に係る主な予算項目を右側に示

してございます。表の左側、一番上を見ていただければと思います。図書館基本

計画体系の事業１－１－１に当たります、建物・設備・備品の点検、補修、修繕

を適切に行いますという中で２点ございます。１点目が、図書館本館照明修繕と

いうことで、この本館の１階、２階のうち、利用者が本を読むエリアの照明をＬ

ＥＤ化するものでございます。２点目が、図書館書架レイアウト変更作業等委託

ということで、これは本の盗難、利用者間のトラブル防止など、安心・安全な市

民サービスのために、本館１階の書架レイアウトの見通しをよくするものでご

ざいます。次に、１－３－１、図書館サービスへのＩＣＴ活用を検討しますと、

このことにつきましては、回線使用料という予算額で、ＩＣＴ活用として利用者
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や座席数の多い貫井北分室にまず無線ＬＡＮを整備するものでございます。最

後に、２－１－２、子供に関わりのある団体へ団体貸出しを行いますということ

につきましては、学級文庫貸出パックの増額予算となっております。近年、児童

数増加によりまして、このパックの利用が増えているものに対応するものでご

ざいます。 

 説明は以上となります。 

【大串会長】  ありがとうございました。 

 何か意見ございますか。 

 レイアウトの変更のところの御説明で、いやあ、これは意外と、図書館って職

員の方が被害を被るところが結構あるんですよ。職員の方が骨折しちゃったり

なんかしてね。これ、やっぱりちょっと、職員の方が本当に仕事しやすいような、

そういうふうにしていただくほうがいいですよね。いろんな方がいらっしゃい

ますので、対応も大変なのでございますけれども、やはり館長が最後には出てい

かなくちゃいけないということになっていますから、私も組織のある部分トッ

プで、１日５時間６時間、利用者に苦情を言われ続けたこともありますけれども、

入れ替わり立ち替わり。なかなか、ああいうふうになっちゃうと精神的に落ち込

みますよね。だから、そういうこともやっぱりレイアウトのところでよくお考え

いただいて、こういうレイアウトを変更するときには、いろいろと先ほど御意見

が出たようなこともあるのでございますけれども、ぜひきちんとやっていただ

くとよろしゅうございますよね。 

 何かございますかね。どうぞ、どうぞ。 

【奥村委員】  レイアウトというのはどんな感じの。見通しよくとかトラブル

防止とかで、何だか、ぱっと見、２６０万というと結構な金額に見えはするんで

すけれども、もう少し詳しく教えていただいても。 

【内田館長】  今、これ１階フロアになりますけれども、１階フロアはカウン

ターがあって、右側サイド、コの字になってしまっている。ここに高い壁ができ

て、本棚がある。カウンターからこちらが全く見えないので、そこをちょっと改

善しないと、防犯上、非常によろしくないというところがございますので、まず

安全に御利用いただきたいというのが我々ありますから、皆さんに安心して。こ

このコの字のこれをともかく改善したいというのがありますので、そこを今係
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長から御説明させていただいたように、今まだ協議中の段階ですけれども、取り

あえず真っすぐにすると。そうすれば、利用者同士がまず目を届けさせると思う

し、職員も見ることができると。見られないところにはミラーを設置してみたい

なことを今は考えておりますが、細部についてはこれからまだもんでいきます。

今のところではそういうような考えでおります。 

【大串会長】  そうね。 

【奥村委員】  ありがとうございます。 

【大串会長】  それは非常に重要なことで、私もある図書館でやったときは、

カウンターから放射状に全部見通しが利くようにしちゃって、そうしないと、や

っぱり死角ができると、いろいろ問題が起こるんですよ。それで、極端な話する

と、死角ができたところで本を加工する利用者がいらっしゃいまして、その加工

の仕方も半端じゃないんですよね。あれ、本当に根気よくああいうふうにあそこ

でやったのかなというようなことまでいろいろございましてね。だけど、スムー

ズに利用者に気持ちよく御利用いただけるような、そういう本棚のレイアウト

というのはやっぱりいつも考えておく必要があるわけで、今の館長の御説明の

ように、やはりいろいろと考えていただいてやっていただくのがいいと思いま

すね。 

【大久保委員】  質問です。 

【大串会長】  どうぞ。 

【大久保委員】  ということは、令和５年度内に完了する。ということは、そ

の間、一時休館するとか、ちょっと縮小するとかということで市民のほうにも。 

【大串会長】  どうぞ。 

【内田館長】  当然、本棚をコの字から動かしますので、まず本の並びだの何

だのを計算していかないといけないとか、そういう作業も含めます。実際の作業

自体は多分下半期に入ってからになると思います。休館日がどれぐらいになる

かは未確定ですが、極力短くというのは当然我々も考えておりますので、休館す

る際には広報は当然努めていきます。先ほどＰＲというところでちょっと足り

ない部分もあるのかなと思いますので、そこは何かしら考えてとは思っており

ます。 

 以上です。 
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【大串会長】  本棚から本を動かすとか、あれは結構人手が必要なんだよ。図

書館によって、ボランティアなんかたくさん募ってやったりされているところ

がありますけどね。お年寄りがそのときに紋付羽織はかまでいらしたと、こうい

う話もあって、やっぱり、市の仕事をちゃんと手伝うんだから、居住まいを正し

ておかないといけないと、そういう話もあって、汚い仕事をやっていただくんで

お着替えいただいたという話もありますけれども。 

 ほかにいかがですか。はい、どうぞ。どうぞ、お二人とも。 

【伊東委員】  いいですか。 

【大串会長】  伊東さん、どうぞ。 

【伊東委員】  電子図書の費用に関してちょっとお伺いしたいんですけれど

も、今までの御説明、これまでの経過の中で、電子図書のニーズというのは高ま

っているというような話も過去の協議会の中ではお伺いしているんですけれど

も、そういった経緯からすると、前年度比で特に電子図書の予算の伸びがないん

ですけれども、市民のニーズに応えるということであれば、もう少しこの電子図

書に関する予算を増やして対応していく必要がないのかどうなのか、その辺に

ついてちょっとお伺いをしたいと。 

【大串会長】  どうぞ、質問でございます。どうぞ。 

【香川係長】  そうですね。電子図書に関する予算の数字に関しては横並びに

なっているところなんですけれども、ただやはり、いろんなニーズが、それこそ

先ほど委員がおっしゃったように、学校だったりとか、それこそ一般の方だった

りとか、それぞれ、年齢層、利用される方で、どういった本が欲しいというニー

ズは様々かなと思っています。やはり電子書籍に関してはまだまだＰＲ不足な

ところがあるかなというところもありますので、今年度、一応予定しているのは、

やはり学校のほうに、もし電子書籍使うとしたらどういった資料が欲しいのか

とか、聞き取りをしていきたいなと思っております。こちら側が思っていること

と現場のミスマッチが起きると、せっかく予算を獲得しても、うまく使ってくれ

ないということもあると思いますので、やはり現場だったり、学校だったらお子

さんだったりとか、それ以外の年齢層の方にも聞く機会があったら、どういった

資料が電子で読みたいのかというのは聞いて、なるべくミスマッチが起きない

ように、ちょっと今年度は情報収集して、今後に、予算確保のためにちょっと準
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備をしていきたいなと思っています。 

【大串会長】  どうぞ。 

【伊東委員】  今年度そういうような方針であるということは、来年度以降、

電子図書の経費が増えて、電子図書の拡充という方向性があるという中で、今年

度は準備期間というふうに捉えてよろしいと、そういう話でしょうか。 

【香川係長】  やはり予算確保に関して、例えば令和６年にもうそういった担

保があるかというと、ないわけですね。もう絶対に令和６年、令和７年でこの予

算が増えるという担保はないけれども、やはりこちらのほうとしては、これだけ

のニーズがあるんだというところは訴えていかなければいけないので、そうい

った意味合いでの準備期間ということになっています。ただ、やはり、ミスマッ

チが起きないようなところをちゃんと準備していかないと説明もうまくできま

せんので、そういった意味合いで、担保はないですけれども、あくまでも今年度

は準備期間とさせていただければと思います。また、システム改修によって、今

まで手作業で１件ずつ、ちょうど去年は、テクノスカレッジさんのほうと協定を

結んでいる関係があるので、そこの学生さんに電子書籍だけの番号を付与して

いるんです。なので、立川市なんかがそうなんですけれども、各学校で利用でき

るようにその電子書籍専用の番号を付与するようなことができているんですけ

れども、今年度の１月以降であれば、システム改修で一括でその電子書籍専用の

番号が作れるようになったりするんです。そういった、一括で電子書籍だけでも

使えるような番号を付与するような、そのシステムの準備も今年度はできてく

るので、そうすると、来年度、学校でこういうのを使いたいといった場合でも準

備が簡単にできるようになってくるので、そういった意味合いでも、ニーズをち

ゃんと確認し、システム側でも大量の利用者が来ても番号を付与できるような

環境も整えてというようなことで準備をしていくということになっています。 

【大串会長】  なるほど。はい、どうぞ。 

【伊東委員】  学校にＧＩＧＡスクール構想で端末が入ったのは、コロナの蔓

延する前から準備を国のほうは進めていて、学校は全体的にそれでいろいろな

子供たちに配って、いろいろ教育活動をやっているわけですけれども、どこで予

算を入れるのか、学校の教育指導課、ちょっと小金井市がどういう課になってい

るか分かりませんけど、いずれにしても、学校の子供たちが使えるような体制を
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どこかの組織でつくっていくということは必要なので、準備も必要ですけれど

も、それは早く進めたほうがいいんじゃないかなというふうに私は思っていま

す。準備、準備と言っていても、なかなか始まらないですから。 

【大串会長】  ありがとうございました。 

 どうぞ。はい、どうぞ。 

【奥村委員】  今の伊東委員の話でふと思い出したんですけれども、学校とか

に情報収集に行かれる際に、ぜひとも図書館にこういう資料があるよというの

を伝えていただけるといいのかなと。昨年度、ちょうどコガネイザクラについて

調べていた方がいて、後から「図書館にコガネイザクラでこんな１冊の本がある

よ」と言ったら、「えーっ」というふうになっていたので。ただ、学校からはな

かなか来にくかったりもするので、もし情報収集で行かれる際があれば、結構郷

土の調べたりする学習も小学校とかであるので、ぜひとやると、もうちょっと学

校とかの連携がしやすいのかなというところを思いました。 

 あともう一点が、計画のところで、１－１－１とか１－３－１とかというとこ

ろで、事業のところにちょうど当てはめた形でやっているので、すごく分かりや

すいし、あとは、評価をするときにもきっとこの番号づけしたところがまた役に

立ってくるのかなというところで、つくった計画がすごく生かされているなと

思いました。 

 以上です。 

【大串会長】  ありがとうございます。 

【川井委員】  すみません、今のことに関して。この間、先日、学校への団体

貸出しのお知らせが来たんですけど、例えば、「こういうテーマで調べ学習した

いんだけど・・・」と言ったら、そういう本を見繕って貸し出していただけるん

ですよね。 

【香川係長】  奉仕係長です。 

 調べ物学習のお知らせを各学校に配らせていただいております。従来から調

べ学習はさせていただいています。多分お配りしたのは、もしかしてファクスで

とか何か書いてあったかもしれないんですけれども。 

【川井委員】  プリントで来たものですね。 

【香川係長】  そうですね、プリントでお渡ししたやつ。何かテーマだったり
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とかをおっしゃっていただければ、それに関連する本をお届けするような形に

なります。よくあるのが、移動教室前にちょっとやりたいとかいうことで過去何

回か受けさせていただいていますので、今年度も同様にさせていただきます。 

【川井委員】  なので、すみません、先ほどのお話の続きなんですけど、もち

ろんこういう本があるなと知っておくのも必要だと思うんですけど、そういう

ふうに学校からは要望が出せるので、多分そこら辺はクリアできるのではない

かと思います。 

【奥村委員】  はい、ありがとうございます。 

【大串会長】  どうぞ、どうぞ。 

【大久保委員】 今のお話に付随して、学校によって取組があるないというふう

にならないように、授業の資料に使うので、教科の先生や方針もあると思うんで

すけれども、盛んな学校と消極的なところと、あと情報が不足していたり、あと

学校図書室と先生との連携の件もあったりして、私も図書ボランティアですと

か団体貸出しに来たりとかしていろいろやったことが長かったので、いつもそ

こで思うのが、子供たちに本を届けるということでは一致しているんですけれ

ども、先ほど先生がおっしゃったような、仕組みがこうだからできないとか、そ

れがクリアできて努力しているところはできているということで、結局、そうい

うサービスを受け取れている子供たちと、どちらというとあまり図書館の本の

ことや利用を知らないわという子供たちが両方出てきて、特に本離れ、今、スマ

ホ等々で情報から読むという時代になっちゃったので、紙の本に触れるという

のは本当に少なくなってきて、ＧＩＧＡスクールということだけでなくても、よ

り本に触れる機会を、今まで以上に寄せていかないと本当に大変だろうと思い

ます。ですので、せっかく頂いた１人１台端末ですし、先生方も頑張っていらっ

しゃるので、ぜひこういったタイミングで図書館の本の利用とか、本がもっと子

供たちの近く――借りに来てくれるのを待つという形で今やっているんですけ

ど、やはりこちらから本を届けていく。読み聞かせに行くとか、そういうのはち

ょっと前の話なんですけど、学校の資料としてとか、図書館のホームページにア

クセスして直接自分で予約するとかという具体的なほうまで図書館も行ってい

ただければ、よりありがたいです。 

 以上です。 
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【大串会長】  どうぞ。 

【川井委員】  確かにおっしゃるとおりで、ただ、今、１人１台端末が手に入

ったために、全部ネットで調べるという傾向があるということは学校の課題な

のかなと。要するに、活字離れにつながっているかなと。簡単に、本を調べると

全部読まなきゃいけないですけれど、情報をネットで検索すれば、ぱっとそれが

出てくるという、そこは指導の問題でもあると思うんですけど、今後学校でも取

り組んでいきたいところかなと思っております。 

 あとは、ちょっと私、ごめんなさい、小金井の図書館自体の仕組みがよく分か

っていないんですけど、例えば本を借りるときにウェブで申し込むことってで

きるんですか。 

【香川係長】  ウェブからの予約もできます。 

【川井委員】  そうすると、あとはセキュリティーの問題で、当然、子供たち

が持っているクロームブック、端末はインターネットにもつながるので、そこが

問題なければもう既に、こちらがそういうふうに借りられるよというところを

子供たちに伝えれば、別に何の準備もなく、一般の方が借りるように子供たちも

借りることはできるのかなとは考えます。何か準備しなきゃいけないとかいう

のではなく。ただ、ちょっと私も詳しくないので、セキュリティーで何か引っか

かるんだと、何でもかんでもつながるわけじゃないんですけど、多分図書館だか

ら、図書館のホームページですよね、きっと。 

【香川係長】  そうですね。図書館のホームページから。 

【川井委員】  ですよね。だから、そこは問題ないので、例えば子供たちが端

末を使って申し込んで借りるということも、やり方が分かればできるのかなと

考えます。 

【大久保委員】  なので、まず利用カードが必要なんですよね。だから、私も

小学校１年生の入学説明会に参加したこともあるんですけど、これからは、入学

するときに図書館の利用カードを作ってくださいみたいな、要するに端末利用

に付随して、図書館の本を借りて読むことも学習の一環だからと。ただ、それは

個人情報というか、住所とか親御さんの許可が要ったりするので。ただ、どこか

の市は就学時に、入学したときに一律で作ってもらって、個人情報等の確認は保

護者さんになんですけれども、入学段階で、教育と趣味でも使えるしということ
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で、そうすると、みんな等しく、端末を利用しての調べ学習と図書館の本や資料

はしぜんとセットになりませんか。今、小学校１年から端末使うんですよね。１

年生から。 

【川井委員】  もしかしたらあんまり、１年生はそんなに。 

【大久保委員】  １年生、あんまり使わないですか。 

【川井委員】  使います、ありますけど。 

【大久保委員】  でも、あんまり使わないですか。 

【川井委員】  最初からそんなには使わせないんじゃないかなと。 

【大久保委員】  使わないんですね。 

【川井委員】  多分、分からないですけど、思います。 

【大久保委員】  そういったこともあるんですけれども、そういうことで、利

用カードをみんなで持とうよというところから、やっぱり今までは親御さんが

図書館に子供と一緒に行って、さあ、１年生になったから作りましょうと言って、

図書館の手提げをいただくという流れなんですけど、それはなかなか時代的に

は厳しいのかなという気もします。 

 話がそれちゃったんですけど、以上です。 

【川井委員】  すみません。いや、ただ、そういういろんな個人情報があると、

学校で個人的に図書館にアクセスして本を借りるという、そういう時間は例え

ば中学生だったらないので、端末を持ち帰って、うちでその端末使って申し込む

ということはあるかもしれないですけど、学校の例えば授業の一環の中で、じゃ

あ、本を１冊、こういうふうに借りてやりましょうというよりは、さっきの、こ

ういうテーマで調べ学習するので、ちょっと関係する本を紹介してくださいと、

それで本をもらったほうが多分活用の方法としてはいいのかなというか、やり

やすいのかなと思いますので。 

【伊東委員】  いいですか。 

【大串会長】  どうぞ。 

【伊東委員】  多分、八王子市なんかは、入学している、在籍している子供に

はアカウントを配付しているんじゃないかと思うんですよね。住民カードを配

るのと同じような形で。なので、例えば小金井市の公立小中学校の子供たちには

自動的に、カードがなくても貸し出しできるようなアプリを入れるとか、そのよ
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うなことが可能ではないかなと思いますし、学校、小金井市が持ち帰りをさせて

いるのであれば、その端末から、別に図書館に来なくても自分のパソコンで申込

みもできるし、非常に貸出数も増えるでしょうし、子供たちの検索も増えるでし

ょう。いずれにしても、今の学校教育の中ではやはり探究的な活動とか総合的な

学習の時間、小中学校では総合的な学習の時間というものが非常に重視されて

いますし、ほかの教科においても、思考・判断・表現という評価の観点の中で子

供たちが調べながらいろいろなものを、課題を解決していくという学習形態を

先生方が取り組まれている中で、もちろんインターネットで全て解決するとい

うのは、汗をかかないで調べたいというようなことになっちゃう可能性もあり

ますけど、基本的には、ネットで調べるということも、ＣｈａｔＧＰＴではあり

ませんけれども、これからそういう時代になっているわけで、子供たちのＩＣＴ

リテラシーを高めていくという上では重要なことだと思うんですよね、やっぱ

りこれからの社会で生きていく上で。これなしではもう生きていられないと思

いますので、そういう意味では、今御議論いただいているような中で、私は電子

図書の予算をもう少し上げていただいて、せっかく箱物ができているのに、玉が

なければ子供たちは調べられないわけですから、そういった電子図書の環境整

備を整えていただくために、もう少し配分の中で電子図書の占めるウエートを

上げていただけたらどうかなと、そういうお話は要望としてまた来年も言いた

いなと思っております。 

【大串会長】  なるほど。ありがとうございます。 

【伊東委員】  この推移、対前年度比が上がっていくようなこと。 

【大串会長】  なるほど。 

 あと、あれですかね。今のお話の中では、頼んだら学校に本が送られるんです

か。 

【香川係長】  調べ学習用の。 

【大串会長】  いや、個人で頼んだときは。 

【香川係長】  個人にも……。 

【伊東委員】  それができるといいですよね。そこまでは無理。 

【香川係長】  個人で予約した資料を、例えば私は第二中学校に昼間いるから

届けてというのはやってないです。 
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【伊東委員】  そこまではちょっと。 

【大串会長】  それはやっていない。 

【香川係長】  そこまではやっていない。 

【伊東委員】  そこまでやると、今度、先生方も大変になっちゃう。配ったり

とかと、また負担が増えるので、あれでしょうね。 

【川井委員】  そうですね。貸出業務を学校でやらなきゃいけなくなるので、

それはちょっと無理かなと思いますね。 

【伊東委員】  御自宅に持っていっていただけるんだったらありがたいです

けどね。それも無理ですよね。 

【大塚委員】  それは無理です。 

【大串会長】  ああ、そう。だけど、やっているところあるよ。 

【伊東委員】  ありますか。 

【大串会長】  うん。自治体によってね。あれ、だから、最初は市民ボランテ

ィアで全部、雪の中でも車走らせてね。 

【伊東委員】  それはすごいですね。 

【大串会長】  それでやっぱり、それは市のほうで全部宅配業者でやろうとい

うふうに。だから、その辺、だから、学校図書館に行って、学校図書館に司書が

いて、その人が貸出しをするというシステムだったりしますけど、いろいろ検討

していただいて、今日出た意見を基にね。 

 ちょっと時間もあれなので、この辺でひとつ。何かあります？ 何かありま

す？ 

【高橋委員】  １つ質問いいですか。この２－１－２の子供に関わりのある団

体へ団体貸出しということなんですが、関わりのある団体というのは具体的に

どういう団体。 

【香川係長】  奉仕係長です。 

【高橋委員】  はい、すみません。 

【香川係長】  ここの基本計画で書いてある内容をここに記載してあったん

ですね。実際にこの団貸しパックは、小学校の１年生から５年生までのクラスが

どんどん増えているので、そこに３パックずつ増やすんですね。子供に関わりの

ある団体云々のところは、小型団体と言われる、例えば保育園とか学童だったり
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とか、そういったところにも団体貸出しとして対象となっているので、ここの書

きぶりはそうなんですけれども、予算上は、小学校１年生から５年生分のパック

の予算の増という内容に。 

 以上です。 

【大串会長】  なるほど。ありがとうございます。 

 それでは、あれですかね。この辺で次に行きたいと思うんですけど、いかがで

しょう。 

 それでは、次の（６）番の小金井市図書館との相互利用に関する協定とサービ

ス内容について、これに行きたいと。まず、これはあれですね。事務局からまず

お話をいただいて。はい、どうぞ。 

【内田館長】  図書館長です。 

 ３月２９日に小平市立図書館と相互利用協定を締結しましたので報告させて

いただきます。資料の「小金井市及び小平市の図書館の相互利用に関する協定書」

を御覧ください。 

 協定締結の目的ですが、第１条、小金井市及び小平市が図書館の相互利用を実

施することにより、図書館奉仕の充実を図り、市民の自主的な学習活動の場を広

げるとともに、資料の収集及び保存について相互に協力を進め、もって市民の教

養の向上及び文化の発展に寄与することにございます。 

 利用者に関しては、第３条に定めてございます、両市に居住する者となります。 

 利用開始日に関しましては、第５条に定めます。小平市民による小金井市立図

書館の利用開始日は令和５年４月１日、小金井市民による小平市立図書館の利

用開始日は令和５年５月２４日からとなります。なお、開始日に隔たりがござい

ますが、こちらにつきましては、本市が以前、市内在住・在勤・在学、協定締結

の有無にかかわらず、資料の貸出しを行っておりました。この扱いに関しまして

は先年、既に見直しておりますが、その中で、小平市民に関しましては従来より

本市図書館を御利用になられておりました。一方、小平市立図書館に関しまして

は、このたび新たに小金井市民を受け入れることとなります。討議を進める中で、

以上の経緯、準備期間等を勘案の上、合意したものでございます。御理解のほど

いただきたいと思います。 

 続きまして、相互のサービス内容になりますが、１枚おめくりいただきまして、
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資料「相互利用に関する図書等の種類及びサービス範囲」を御覧ください。小金

井市立図書館による小平市民に対する貸出冊数は制限なし。一方、小平市立図書

館による小金井市民に対する貸出冊数は５冊以内となります。また、視聴覚資料

に関しましては、前者においては５点、後者においては１点となってございます。

貸出期間ですが、小金井市立図書館から小平市民に対しての図書・雑誌について

は３週間以内、視聴覚資料は２週間以内です。小平市立図書館から小金井市民に

対しては、図書・雑誌、視聴覚資料の別なく、２週間以内となります。そのほか、

詳細については資料を御覧ください。 

 なお、相互のサービス内容は、両図書館において既に協定を締結している他市

図書館に対するサービス内容、こちらと基本的には同じものとなっております。 

 報告は以上です。 

【大串会長】  ありがとうございました。 

 今の御説明に対して何か御意見、御質問ございませんでしょうか。 

【伊東委員】  じゃあ、ちょっと。 

【大串会長】  はい、どうぞ。 

【伊東委員】  御説明ありがとうございます。こういう連携はとてもいいと思

うんですけれども、このことによって、例えば小金井市の市民の方々がどういう

メリットを享受できるのか、それを具体的に、例えば貸出しする蔵書が増えると

いうことは当然あるでしょうし、小平市に近い人は利便性がよくなるとか、いろ

いろあるんでしょうけど、具体的にこの連携をすることによって、こういうメリ

ット、こういうメリットがあるというのを箇条書的に何か言えないのかどうな

のか、そういう、何のためにこういうことがやられているのかというのをやはり

明らかにしていくのもいいのかなと思いました。その辺はどうでしょう。 

【内田館長】  図書館長。 

【大串会長】  はい、お願いします。 

【内田館長】  今、まずメリットということで、基本的に申し上げますと、協

定を結ぶまでは、小金井市民は小平市の図書館が使えなかった。今後小金井市民

も小平の図書館をしっかり使えるようになったというところがございます。小

平の図書館は非常に立派な図書館ですので、そういったところを使っていただ

く中では、非常に小金井市民にとって有益なのではないかと私個人としては考
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えております。その２点というのは非常に大きいかなと思っております。小金井

市だけじゃなくて図書も当然向こうへ行って借りられるようになります。だか

ら、小平市でいえば、関野町ですとか、そういったところが近いですので、ぜひ

御利用いただきたいなと私は思っておるところです。 

 以上です。 

【大串会長】  ありがとうございます。 

 いかがですか。伊東委員。 

【伊東委員】  じゃあ、いいですか。 

【大串会長】  はい、どうぞ。 

【伊東委員】  ありがとうございました。今お伺いして初めてこの経緯という

ものが私は分かったんですけれども、市民の方々もそういった経緯が分かった

り、メリットといいますか、このことによってどういう利便性が享受できるのか

ということを知っておいたほうがより利用しやすいのかなと思ったものですか

ら、ちょっと発言させていただきました。 

 以上です。 

【大串会長】  ありがとうございます。 

 ほかにございますでしょうか。 

【奥村委員】  個人的なところなんですけど。 

【大串会長】  どうぞ。 

【奥村委員】  市民にとってすごく便利になるなというところを思うのとと

もに、貸し出す当てがそちらに行くので、小金井市内の貸出冊数が若干影響ある

のかなと思いつつ、市民のために連携してもらいまして、よりよい社会教育とい

うか、図書館の利用が便利になってよかったなと思います。個人的な感想です。 

【大串会長】  はい、どうぞ。 

【大久保委員】  先日、小平市さんを視察させていただいたときに、多読資料

リストというのが置いてあったので、今、多読について取り組んでいるところが

ありまして、先日、レファレンスで小金井市さんの本、多読の例えばＯＲＴ（オ

ックスフォード・リーディング・ツリー）とかありますかと聞いたんですけど、

たしか回答としては、取り扱っていなくて、近隣ですとこちらとこちらに蔵書が

ありますという形で情報をいただいて、丁寧にいただいてありがとうございま
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した。借りに行かなきゃいけないわけなんですけれども、シリーズ物で結構冊数

もあるので、一気にそろえるのはきっと難しいだろうし、ずっと何年間も置いて

おいても、こういったものは古くなっちゃうものもあるので、自分で行けるもの

だったら借りに行くのは、勉強の資料としてはいいのかなと思ったので、そうい

う形で利用させてもらえる機会もできてよかったなと。自分では買えないし、か

といって、あまり新しい本を今買ってもらえないというか、前は、大昔はリクエ

ストすると購入について検討してくださったような時代もあったような気がし

たんですけど、今、基本的には購入の受付はしていないと聞いたこともあるので、

こういった新しく読みたいものがあったときには、どこからか借りてきてくだ

さるというスタンスになっているので、自分で行って選ぶということができる

ので、ありがたいなと思っています。 

 以上です。 

【大串会長】  なるほど。あれ、東京都の場合はあれですよね。ほかの県でや

っているところあるけれども、例えばこちらで、ネットでほかの図書館の所蔵が

分かるから、そこで借りてほしいと、借りたいというふうに申し込むと、車で向

こうからこっちに持ってきてくれるとか、翌日に。そういうのをやっているとこ

ろあるけれども、東京都は全然そういうことないの。あるんですか。例えば小平

にある本をここの市民の方は分かるわけですね、所蔵がね。だから、この本とこ

の本とこの本借りたいんだと言うと、翌日に小平からこちらに本を持ってこら

れると。 

【香川係長】  それは多分、相互貸借というようなことになると思います。 

【大串会長】  相互貸借ですね。 

【香川係長】  ２３区、多摩２６市の場合ですと。 

【大串会長】  やっているんでしょう？ 

【香川係長】  東京都がメインとなって車を出してくれているんですね、交換

便を。それでお互いの、うちに所蔵がある本を他市に貸したりとか、その逆もあ

ったりとかするので、他市にしかなければ、リクエストしていただいて、うちに

ないけど、他市にあったら、相互貸借で借りたりとか、そのリクエストされた資

料が新しい本で、うちにも類書がなくて、市民の方も多くの方が読んでくれるだ

ろうということがあればもちろん購入もするので、購入を断るということは特
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になくて、リクエストしていただいたら、買うなり相互貸借なり、何かしらの方

法で資料の提供は努めさせていただくので、買わないというわけじゃないのは

ちょっと申し添えておきます。 

【大串会長】  時間かかるんだよね、あれ。 

【香川係長】  時間かかります。 

【大串会長】  ねえ、あれ。はい、どうぞ。 

【大塚委員】  大塚ですが、私は多分、お願いして、この１年で買っていただ

いたなと思うものが既に２冊あって、ただ、ちょっと手続的に、整理に時間がか

かりますという説明を受けたことはあるんですけれど、リクエストと同時に予

約みたいな感じで、ちゃんと連絡いただいて、利用できています。それから、２

階の参考図書で、廃刊になってしまった年鑑の代わりになるような、こういうも

のが出ているので、こっちに替えて入れていただけませんかと言いましたら、さ

っき上に行ったら、ちゃんと新しい統計が入っていたので、やっぱりリクエスト

はちゃんと聞いてくださっているし、資料を使えるようにしていただけている

なと思っております。 

【大串会長】  私、ラジオや何か聞いているんだけど、ラジオでは何かあると

そういうのってすぐ放送局にメールか何かで、こういうケースがありますとか、

こうですとか、いろいろメールが来て、ああ、そういう、あそこではああいうこ

とをやっているのかと。そういうのってあれですかね。いろんなケースがありま

すよというのが市の図書館のＱ＆Ａのところか何かに出ていて、こういうケー

スはリクエストするといいですよとか、こういうケースはリクエストしてほか

の市から借りられますよとか、いろいろとあると、住民の方も、そうかというこ

とで、それで、東京都はもっと早く車を回してくれということを言っていただい

たほうがいいと思うんですね。翌日届く県が今３つか４つに増えてきたんだけ

ど、東京都はいつまでたっても昔のままね。東京都の職員だった人間がそういう

ことを言うとまずいんだけど、もっと迅速にやって。あれ、なぜもっと迅速にし

ないのかなと。市議からやっぱり意見が出ないからかなと思うんですけどね。そ

ういうことを言うと、国会図書館……。 

【伊東委員】  都庁交換を活用しているだけですよね、きっと。 

【香川係長】  都庁交換だと、早いかどうか、何とも言えないです。 
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【伊東委員】  都庁交換に載っけているわけじゃないんですか。 

【香川係長】  相互貸借の場合だと、都庁交換とはまた別のルートになってい

て、都立図書館が独自に車を出してくれて、それで、全部の市町村に週１回は来

るように組んで、なので、区部に頼むと２週間ぐらいかかっちゃうかもしれない。

中央で集荷して、中央と多摩の行き来があってとかいうのもあるので、ちょっと

時間かかっちゃいます。 

【大塚委員】  ちょっと担当したことがあるんですけど、県立さんを回ると、

ほとんどのところが県立図書館が出しています。 

【大串会長】  そうだよね。 

【大塚委員】  今おっしゃったように、結局、県立図書館が車を出して、県内

回すような形を取っているところが圧倒的に多いです。国会図書館は海外にも

貸し出すので、実は輸送費を国会図書館が半分、片道持って、片道はそこの市町

村なんですけれど、そこの市町村がどうやって出すかは、そこの自治体ごとの判

断なんですね。だから、たまにいろいろありますみたいな、そういう仕組みにな

っていると思います。 

【大串会長】  だから、県によっては例えば高校の学校図書館もリクエストと

いうか、県立図書館にあるから届けてくれと、翌日届くという県が３県あるんで

す。そこの先生のお話聞くと、やっぱり学生でいろいろと話して、県立にあるか

ら本を取り寄せて読んでみようなんていう指導をしたときに、翌日本が届くか

ら、まだ学生さんも、生徒さんのほうも昨日の記憶が残っているから。１週間た

っちゃうと、単元替わっちゃうから、教育効果激減するんだとその学校の先生は

おっしゃっていて、県立図書館はすばらしいとか、そういう話だったんです。や

っぱりあれですよね。もっと物流を皆さんも意見申し上げて、それで、特にやっ

ぱり東京都はもうちょっとちゃんとやったほうがいいと思うんですけれども、

それはともかく、ちょっと時間かかり過ぎますよね。１週間、２週間だとね。だ

から、あれ、例えばある県では職員１人減らすと大体その費用出るんだとか言っ

て、１人減らしてやったという実績上げているところありますけどね。 

 それはともかく、ほかにございますか。その辺も皆さん方も、どういうふうな

システムで、どういうふうにすると、こういうやつはどうすると変えられる、早

く手に入るとか、その辺もうちょっと検討、研究していただくとよろしいでしょ
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うね。 

 じゃあ、次に、議題の（７）の令和５年度小金井市図書館協議会の会議日程（案）

についてということで、次に進みたいと思います。事務局のほうからちょっと説

明をいただいて。 

【吉田係長】  今年度の日程についてでございます。今年度の図書館協議会の

日程でございますが、この会議日程表（案）のとおり示させていただいておりま

す。本日及び視察を含めまして、年間５回の開催を予定しております。また、社

会教育委員、公民館運営審議会委員との合同会議も、日程はまだ未定でございま

すが、１回開催を予定しております。図書館協議会につきましては、現任期の第

１７期が令和５年１０月３１日に終了となりまして、新任期、第１８期が令和５

年１１月１日に開始となるとなっております。１１月１日が委員改選となりま

すので、視察につきましては委員改選後の２月に実施できればと考えておりま

す。 

 説明は以上でございます。 

【大串会長】  ありがとうございました。そういう日程で進めますので、ひと

つよろしくお願いいたします。その時々はまた皆さんいろいろ問合せが入ると

思いますけど。 

 それでは、次に、その他、（８）番だな。これを議題としたいと思います。特

にその他ございますでしょうか。まず事務局のほうから。 

【内田館長】  事務局からはございません。 

【大串会長】  ない。皆さん方、何かございます？ 先ほどいろいろ議題に上

がったこと、何か語り尽くせないようなところがあるんですけれども、じゃあ、

今日は、そういうことであれば、この辺で日程を締めさせていただきたいと思い

ますけど、林委員は何かあれですか。特にあったんですか。今つながっている？ 

【内田館長】  参加はされております。オンラインで参加はされていて。 

【大串会長】  申し訳ない。全然、林委員……。 

【林委員】  特にございません。ちょっと前の会議が長引きまして、遅れての

参加で申し訳ございませんでした。２時２０分ぐらいからは聞かせていただい

ておりました。特に意見はございません。ありがとうございます。 

【大串会長】  そうですか。ありがとうございました。どうも、すっかり忘れ
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たような感じになっちゃいまして、申し訳ありませんでした。 

 じゃあ、今日はこれで終了させていただきたいと思います。どうも長い時間あ

りがとうございました。お疲れさまでした。 

 

―― 了 ―― 


